
海運産業界による受益者負担（①費用負担）

【乗船実習訓練の負担金】

航海訓練所

【奨学金制度】

海技教育機構、商船系大学・高専

平成21年度

商船系大学・高専（学校側が負担）
海技教育機構（学生が負担）
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外航産業界、内航産業界からの寄附金を原資と
して商船系大学・高専、海技教育機構の学生に
貸与（無利子）

「％」：教育訓練に直接必要な経費に対する負担金の割合
（ ）は総事業費（補助金を除く）に対する負担金の割合
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海技教育機構 商船系大学 高専

平成２５年度末の貸与状況（見込み）

（ ）は総事業費（補助金を除く）に対する負担金の割合
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海技教育機構 商船系大学・高専
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（注）平成２８年度以降の拡大については、次期中期計画（計画期間は平成２８～３２年度）に
盛り込むことを検討



（②社船実習の実施）

乗船実習は 平成２０年度まで航海訓練所練習船によってのみ行っていたが 平成２１年度以降 応用実践乗船実習は、平成２０年度まで航海訓練所練習船によってのみ行っていたが、平成２１年度以降、応用実践
編として社船による乗船実習を取り入れ、より効果的なものとしている。今後、さらなる拡大を検討。

社船実習を行う際の船社の負担 ：学生１人当たり８５万円／月の負担 （航海訓練所における費用実績から算出）。

（実施実績、平成２６年度は見込み）外航船 （商船系大学・高専）

船社としては、正規の船員に運航業務に加えて教員業務をも行わせることになり、
また、受入れ学生の食費や傷害保険料なども負担することになる。

年度 ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６

学生数 ４０ ４６ ４１ ３１ ３２ ３３

実施事業者数 ３ ３ ３ ３ ３ ３

航海訓練所練習船
１２か月

社船実習 ６か月
実施事業者数 ３ ３ ３ ３ ３ ３

内航長距離フェリー・大型内航貨物船 （商船系大学・高専）

年度 ２６

航海訓練所練習船
１２か月 社船実習

３か月

年度 ２６

学生数 ３

実施事業者数 ３

航海訓練所練習船

内航貨物船 （海上技術学校・短大）

年度 ２５ ２６

学生数 ６ １４
９か月 社船実習

３か月

学生数 ６ １４

実施事業者数 ５ １０


